
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

募集予定/入所状況表を確認（毎月 1 日更新） 

・市役所１階１７番窓口掲示板 

・ホームページ 

・電話問い合わせ 

・利用者支援員の出張相談 

保健福祉センター「あいぽっく」 

子ども子育て利用者支援「ぽっけ」 

子ども子育て利用者支援員の相談場所

子ども子育て支援課子ども子育て地域支援担当 

子育てひろば  

なしのき・ほりむこう・りんご・さくらんぼ・くるみ 

出張相談先 

書類の書き方、募集人数、前年度の入所最低点、申請書類のチェック、保育サービスの情報提供等を行っています。 

場  所：昭島市役所 1 階 17 番窓口 
相談日時：月～金曜日（祝日は除く） 

8:30～17:00（受付 16:45 まで） 
連 絡 先：042-544-4190（直通） 

042-544-5111（内線 2170・2171） 
※電話相談も行っています。 

（アキシマエンシス校舎棟 1 階） 
相談日時：月、水、木曜日（祝日は除く） 
     9:00～16:30（受付 16:00 まで） 
     正午～13:00 を除く 
連 絡 先：042-519-2218 
     ※お電話での予約をお願いします。 

相談日時：毎週火曜日（祝日は除く） 
     9:00～16:00 （受付 15:45 まで） 

※11 月の相談予約はできません。 

相談日時：金曜日（巡回）※日程は問い合わせください。 

     9:30～11:30（受付 11:00 まで） 

申請までの流れ 

見 学 

申請書類の準備 

市役所で申請 

見学のポイント等は 
きらり通信 
「認可保育施設特集」 
に載っています。 

しおりをよく読んでから準備をしましょう。 

令和  年度のしおりで準備 

入所のしおりには 

・申請・添付書類様式 

・手続き方法 

・選考基準 

・各施設の開所時間 等 

詳細が載っています。 

４ 

＜しおりの配付場所＞ 

アキシマエンシス校舎棟 

各子育てひろば 

※閉所日・休館日を除く 

 

・令和４年４月の申請は 
令和 3 年 12/1～12/14 

 
・令和４年 5 月以降の申請は 

しおりで申請締切日を確認
してください。（入所前月の
15 日締め切り、15 日が土
日・祝日の場合は繰り上げ） 

令和３年度 

 
認 可 保 育 施 設 

入 所 申 請 特 集 

令和４年度の申請が始まります。今回の特集では、令和４年度の保育施設入所申請を考えている方に向け、
就労証明書の注意事項や、申請書類の記載についての内容をお届けします。 

昭島市子ども子育て利用者支援だより 



 

  

就労証明書の記入について 

会
社
が
記
入 

保
護
者
が
記
入 保護者記入欄：児童名は、入所希望する児及び在園児（園名含む）を記入。 

通勤時間は自宅から職場までの通勤時間です。 

★ 
● 

フリーランスなど、ご自身で記入する際、書き方や添付書類がわからない場合は 
子ども子育て支援課子ども子育て支援係 ☎042-544-5111 へお問い合わせください。 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★の注意事項と就労証明書裏面をご確認ください。 

 

●証明日：４月申請の場合は、11/1 以降の証明日を有効とします。（1,2,3 月の同時申請含む） 

５月以降の場合は、就労証明書の有効期間は証明日から３か月です。 

証明の内容に関して問い合わせをする場合があるため、担当者名、担当者連絡先の 

記入が必要です。 
 
 
Ｎｏ.4 保育士等としての勤務実態 

保育士・幼稚園教諭・保育教諭の有資格者が、保育施設（幼稚園を除く）で勤務している、

または就労が内定している場合「有」に○を付けてください。その際、保育士等に関する申

立書、及び保育士資格証のコピーを添付された場合は加点の対象となります。 
 
 

Ｎｏ.5 契約満了日 
契約期間の満了日が定められている方は更新の有無に〇が必要です。 

 
 

Ｎｏ.8 及び９ 就労条件・就労時間帯 
◇保育施設入所後どのように働くか（日数・時間・土曜日勤務を含め）就労先の証明が必要 

です。 

（育児休業明けの短時間勤務制度を利用する場合も元の「契約時間」の記入が必要です。） 

◇証明時点で月 64 時間に満たない勤務であっても、入所後に月 64 時間以上の勤務時間で

就労する契約等がある場合は、入所後の勤務時間を記入し、直近の就労実績欄（Ｎｏ.10）

には、現行の実績を記入してもらいます。 

備考欄に「入所後、証明の通りに勤務変更予定」と記入 

 
 

Ｎｏ.10 直近の就労実績 
証明日の前月を基準とした直近３か月の実績を記入 

例えば、転職等で、現在の就労先で 3 か月の実績がないが、転職前月まで別の職場等での

実績がある方は、令和４年度入所のしおりＰ７「就労（外勤の方）」の欄をご確認ください。 
 
 

Ｎｏ.11～15 産休・育休から復職する場合 
    ◇Ｎｏ.13 の日付を短縮して復職する場合はＮｏ.14 の記入が必要です。 

 

◇育児休業明けの方で、Ｎｏ.15 の短時間勤務制度利用予定の有無について確定している方 

は○をつけてください。 

○有 で、すでに時間も決まっている方は就労時間をご記入ください。 

      

 
 

すでに在園しているお子さんがいる場合 

在園児が令和 4 年度継続のための現況届を提出する際に就労証明書が必要です。 

11/1 以降の証明日の就労証明書はコピーしたものを提出できます。（学童クラブとの併用不可） 

就労証明書原本→令和４年度４月申請 就労証明書コピー→現況届 

就労証明書コピーの右上に、鉛筆で「原本は４月入所申請に添付」と加筆してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 1 を希望した場合、申請する複数のきょうだいが同時に

同じ園に入所可能な場合のみ入所内定となります。 
 

２を希望した場合、申請する複数のきょうだいが別々の

園でも、同時期に入所可能な場合に入所内定となりま

す。（審査の結果、同じ園に入所内定することもあります。） 
 

3 を希望した場合、どちらでも/上の子優先/下の子優先

の選択された条件で入所可能な場合、１人だけでも入所

内定となります。（就労、復職等の理由で入所申し込みを

した場合、１人だけ入所になった場合でも、就労、復職を

する必要がありますので、待機になったお子さまについて

は認可外保育施設等、別の保育をご検討ください。） 
 

⑦ 入所保留となった際に、育児休業の延長が就労先で認め 

られる場合は２を選択することで調整指数の減点が適用 

されます。詳細は、入所のしおり P.11 をご覧ください。 

 

① 教育・保育給付認定申請書と同様の保護者（原則世帯主） 

記入されている保護者が申請に来られない場合は委任状が

必要です。 
 

② 該当するところのみ記入してください。 
 

③ 第１～第 6 希望までご記入いただけます。希望園の見学 

が済んでいる場合は✔してください。 
 

④ 発育・発達・健康面などで気になる点がある場合は必ず 

事前に市役所子ども子育て支援課にご相談ください。お子さ

んを連れて園見学を実施し、施設にもお子さんの状況につい

てご相談ください。 

保育所等利用申込書の書き方について 

① まず、「昭島市役所 子ども子育て支援課」に電話でお問い合わせください。 

② お子さん同伴で、子ども子育て支援課窓口でご相談。 

（医師の診断書または情報提供書が必要な場合があります。） 

③ 希望園見学、申請 
＊お子さんの診断書の様式は指定がありません。かかりつけの病院指定の診断書に①集団保育の可否②医療行為の有無

（有の場合は医療行為の内容）③保育にあたっての注意事項が記載の書類をご用意ください。保育施設入所のしおり
に添付されている診断書は保護者用となります。 

＊集団保育が可能であることが基本となります。医師に保育施設の入所が可能か確認してください。 

疾病・障害があるお子さんの入所を申請する場合 

食物アレルギーがある 

経過観察と 
言われている 等 

 

① 

申請するお子さんが複数いる場合は、こちらに２人目を

ご記入ください。３人以上同時申請する場合は、用紙を

コピーしてご使用ください。 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

全ての同意事項にチェックのうえ、

ご本人が署名してください。 

⑤ 申請されるお子さまの祖父母の状況をご記入ください。 


